
 
地域計画（案） 

 

 

 

 
御前崎市 

令和７年 2月 

  



～ 目 次 ～ 

① 池新 田地区・・・１ページ 

② 合 戸 地 区・・・５ページ 

③ 塩原新田地区・・・９ページ 

④ 門 屋 地 区・・・13 ページ 

⑤ 七ツ 山地区・・・16 ページ 

⑥ 新 野 地 区・・・19 ページ 

⑦ 下朝比奈地区・・・23 ページ 

⑧ 上朝比奈地区・・・27 ページ 

⑨ 比 木 地 区・・・31 ページ 

⑩ 佐 倉 地 区・・・35 ページ 

⑪ 宮 内 地 区・・・38 ページ 

⑫ 白 羽 地 区・・・41 ページ 

⑬ 御前 崎地区・・・45 ページ 

 



１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 28.5 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・荒廃農地が増加している。今後、高齢化により農地の荒廃化が加速する。
・池新田第２土地改良区の揚水機場（第２機場、第３機場）を統合したい。
また、石綿管の布設替えを実施し用水の安定を確保したい。
・国道１５０号線より南側で農作物の鳥獣被害が深刻になっている。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

6.8

38

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　31.8ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　27.1ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 156

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 60

②　田の面積 62

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 94

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

池新田

（東町、早苗町、本町、中町、大山）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 35経営体 44.5 0 51.3 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・北部の水稲地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業者
や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。
・南部の畑地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業者や
基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者
30 ha ha ha ha 認定農業者
31 ha ha ha ha 認定農業者
32 ha ha ha ha 認定農業者
33 ha ha ha ha 認定農業者
34 ha ha ha ha 認定農業者
35 ha ha ha ha 認定農業者

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1
2.6

0.5
0.9
0.4
1.3
1

0.6
0.3
0.8
1.1
5.7

1.3
0.4
0.7
1.4
0.2
0.8
1.1
0.2
0

0.5
10.1
0.2
1.2

0.5
0.3
0.1
0.4
0.7

0.8
0.8
1.9

イチゴ
トマト

ミニトマト
イチゴ、ハウスメロン

イチゴ

イチゴ
水稲
水稲

茶（生葉）、甘藷

水稲

養豚一貫経営

施設花卉、ブルーベリー

水稲、露地野菜

水稲
露地野菜
茶、甘藷

温室メロン
水稲、露地野菜

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

0.1
0.2
0.7

1.9
0.8
1.6
0.5
0.3

0.4
0.5
0.3
0.3
0.6

タバコ、露地野菜

イチゴ
イチゴ

水稲、レタス

イチゴ
イチゴ
イチゴ

露地野菜
トマト
イチゴ

水稲、野菜
露地野菜

イチゴ

温室メロン
水稲、露地野菜

養豚一貫経営

施設花卉、ブルーベリー

水稲、露地野菜

イチゴ、ハウスメロン

イチゴ
水稲

露地野菜
茶、甘藷

茶（生葉）、甘藷

水稲
イチゴ宮本　耕治

宮本　尚
山下　雅人・千歳

山下　義春
山下　善幸

野川　清・恵子・政弥

福代　正孝
増田　達也・登・蔦子・亜由美

松井　和年
松下　和史

曽根　秀司・喜代子・由紀子

髙橋　史和・美緑
長尾　武

中村　貫二
中山　猛

栗林和仁・文雄・千鶴子

栗林　康博
齋藤　丈雄

酒井　文彦・やよい・竜一

櫻井　秀樹・富子・真人

イチゴ
温室メロン

イチゴ
水稲
水稲

0.5
1.1
5.7

（有）栗山畜産
(有)田中ナーセリー

合同会社丸朝

鷲山　義雄
(株)まきのはらふぁーむ

(株)ヤマウメ
（株）山下メロン園
（有）アグリサポート御前崎

トマト
ミニトマト

0.5
0.9

10
0.2
0.3
0.2
0.3

0.4
0.3
0.2
0.3
0.2

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認就
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認就
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

石原　義浩
遠藤　敬一
大石　英宏
岡村　安美
國重　達也

水稲 5.9 ―
水稲 5.6 ― 水稲 5.6 ―

朝比奈　努

認農

渥美　嘉之
水稲 5.9 ―

1
0.4
0.7
1.4
0.2

タバコ、露地野菜

イチゴ
イチゴ

水稲、レタス

イチゴ

水稲、野菜
露地野菜

イチゴ
イチゴ

温室メロン

イチゴ
イチゴ

露地野菜
トマト
イチゴ

―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 16.8 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・耕作放棄地が多く、営農している農地に悪影響を与えている。
・農業用水を高松土地改良区が管理し、送水しているが石綿管が使用されていることから布設替えが必要である。
・水路の管理が耕作者に託されており、管理が負担になっている。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

9.4

19

0

（備考）　荒廃農地　Ａ分類農地　56ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　8.9ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 127

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 110

②　田の面積 16

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 111

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

合戸

（合戸）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 31経営体 21.3 0 30.7 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・合戸の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農業法人や
認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者
30 ha ha ha ha 認定農業者
31 ha ha ha ha 認定農業者

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

石原　繁樹
石原　義浩

大松　均・まゆみ・真

大家　一修
栗本　めぐみ

イチゴ 0.4 ―
イチゴ 0.1 ― イチゴ 0.2 ―

赤堀　文俊

認農

吾妻　広治
イチゴ 0.2 ―

0.3
1.6
0.5
0.1
0.2

茶
葉タバコ、露地野菜

イチゴ
イチゴ
イチゴ

イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ

水稲、白ネギ

ミニトマト
イチゴ
イチゴ
イチゴ

―
―

認就

認農
認就
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認就
認農
認農
認農
認農

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

松下　一夫
松下　正行
水見　翔人

森下　正春・あけみ・代志

㈱アグロ・ヤマザキ

田中　義規・幸子・翔・亨

長尾　宣孝
南雲　仁志
増田　繁春
増田　多作

匂坂　清貴
匂坂　隆是
匂坂　直樹
匂坂　佳弘
鈴木　龍司

黒田　直
後藤　勝一・裕世・雅己・三枝

齋藤　大輔
齊藤　寛

相良　廣行

イチゴ
イチゴ
イチゴ、ハウスメロン

イチゴ
イチゴ

0.8
0.2
0.2

㈱御前崎フルーツファーム

㈱後藤農園
㈲アグリサポート御前崎

浜名酪農農業協同組合

イチゴ
イチゴ

0.4
1

0.3
0.6
0.2
0.4
0.2

0.4
0.7
0.1
0.5
0.1

茶
葉タバコ、露地野菜

イチゴ
イチゴ
イチゴ
水稲、白ネギ

ミニトマト
イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ

飼料作物

トマト、ミニトマト

露地野菜
イチゴ
トマト
露地野菜

トマト
露地野菜
イチゴ

0.6
0.6

1
2.9

0.8
0.7
0.2
0.4

5

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

イチゴ
イチゴ
イチゴ
トマト、ミニトマト

露地野菜

イチゴ、ハウスメロン

イチゴ
イチゴ
トマト
露地野菜

イチゴ
トマト
露地野菜
飼料作物

0.8
0.4
1.3
0.4
0.3

0.3
1.6
0.5
0.3
0.5
3.4
1.1
0.2
0.8
0.4

1
0.6

2.9

0.7
5

0.6
1.2

1

0.4
1.3
1.3
1.2
0.6

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 12.3 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・後継者がいないハウスを管理していくことが難しい。
・水路の管理が大変。1か所でも管理出来ないと連鎖的に排水が出来なくなっていく。
・イチゴ以外の新規就農者が少ない。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

7.3

12

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　23.6ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　14ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 82

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 69

②　田の面積 11

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 71

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

塩原新田

（塩原新田）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 18経営体 10.1 0 17.4 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・塩原新田の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農業法
人や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

酒井　直樹
酒井　文彦・やよい・竜一

長島　一元
松本　和彦・実和・富雄・はま子

松本　隆康

ミニトマト 0.7 ―
イチゴ 0.6 ― イチゴ 0.6 ―

揚張　敏司・恭子・雄太・友季

大松　均・まゆみ・真
ミニトマト 0.2 ―

0.3
0.6
0.3
0.3
0.6

イチゴ
トマト
イチゴ
イチゴ
イチゴ

露地野菜
イチゴ
露地野菜
露地野菜
飼料作物

イチゴ
温室メロン
白ネギ
イチゴ
イチゴ

―

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

㈱あっくん

㈱アグロ・ヤマザキ
㈱御前崎フルーツファーム

㈱ヤマウメ
㈱アグリサポート御前崎

浜名酪農農業協同組合

松本　友昭・文男・真弓

松本　佳和
水野　博

森井　大輔
渡邊　祐介

露地野菜
飼料作物
甘藷 0.8

2.1
1.0
0.1
0.5
0.5

0.5
0.5
0.8
0.2
0.2

イチゴ
トマト
イチゴ
イチゴ
イチゴ
イチゴ
温室メロン
白ネギ
イチゴ
イチゴ
露地野菜
イチゴ
甘藷、大根

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 甘藷

0.5
0.5
1.7

1.2
1.5
0.9
0.6
1.5
1.0
0.5
0.8
0.8
0.5
2.1
1.9
0.1

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

門屋

（門屋）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）

0

0.4

11

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　18.1ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　12.8ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 53

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 34

②　田の面積 21

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 32

現状の集積率 8.3 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・担い手が高齢化
・後継者不足
・農地管理が主な活動で、収益が少ない。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・門屋の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農業法人や
認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

認農 朝比奈　努 水稲 2 ― 水稲 2 ―
認農 渥美　嘉之 水稲 1 ― 水稲 1 ―
認農 石原　繁樹 茶 0.4 ― 茶 0.6 ―

0.3 ―
0.2 ― 0.4 ―

認農 後藤　ジュン イチゴ 0.3 ― イチゴ
認農 中山　猛 温室メロン 温室メロン

0.5 ―認農 茶夢茶夢ランド菅山園 茶・イチゴ・枝豆 0.5 ― 茶・イチゴ・枝豆

計 6経営体 4.4 0 4.8 0
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 38.7 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・当地区は、海岸沿いの畑地帯となっている。露地野菜や施設栽培を中心に耕作している。
・耕作放棄地が多く、営農している農地に悪影響を与えている。
・農業用水を高松土地改良区が管理し、送水しているが石綿管が使用されていることから布設替えが必要である。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

2.4

5

0

（備考）　荒廃農地　Ａ分類農地　7.8ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　0.7ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 16.3

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 15.8

②　田の面積 0.1

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 16.2

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

　七ツ山

（七ツ山）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 10経営体 6.3 0 8.7 0

1.2 ―認農 ㈱ヤマウメ 茶、甘藷 0.2 ― 茶、甘藷

0.3 ―
認農 ㈱御前崎フルーツファーム イチゴ 1 ― イチゴ 1.6 ―
認農 山下　善幸 イチゴ 0.3 ― イチゴ

0.7 ―
認農 山下　雅人 ミニトマト 0.3 ― ミニトマト 0.3 ―
認農 二俣　秀明 イチゴ 0.7 ― イチゴ

0.2 ― 0.7 ―
認農 後藤　ジュン イチゴ 0.1 ― イチゴ
認農 二俣　壽男 イチゴ イチゴ

認農 黒田　直 白ネギ 3 ― 白ネギ 3 ―
0.4 ―

認農 揚張　敏司 ミニトマト 0.3 ― ミニトマト 0.3 ―
認農 石原　和樹 トマト 0.2 ― トマト 0.2 ―

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・合戸（七ツ山）の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農
業法人や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。
・地区の一部について基盤整備事業や担い手への集積について検討している。

（２）農地中間管理機構の活用方法
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 25.9 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・１枚当たりの圃場面積が小さく、管理がしにくい。
・荒地になっている茶園が多い。
・雇用したいが、茶価が低く雇用出来る状態ではない。
・耕作者が草刈りをすることになっているため、かなりの負担になっている。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

8.7

56

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　43.6ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　85.3ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 250

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 213

②　田の面積 104

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 146

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

新野

（新野原、篠ケ谷、長ケ谷、黒田、木ケ谷、山田ケ谷、中尾、上組、有ケ谷）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 23経営体 64.7 0 73.4 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・北部の茶園地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業
者や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。
・南部の水田地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担っていくほか、基本構想水準到達者の受
入れを促進していくことにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

渥美　嘉之
植田　康弘
河原﨑　功

河原﨑　静二
河原﨑　文雄

茶+露地 0.2 ―
水稲 0.4 ― 水稲 0.4 ―

赤堀　直樹

認農

朝比奈　努
茶+露地 0.2 ―

0.8
0.8
0.3
0.9

1

水稲
茶

茶（生葉）
茶（自園自製）+露地

茶（生葉）

水稲
トマト

茶（生葉）
水稲、野菜、茶

茶

水稲
肉用牛、茶（買葉）

茶、レタス
茶

茶、みかん

―
―

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農 農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園

横澤　秀訓・村松　克己

横山　繫
鷲山　義雄
丸池製茶㈱

㈲アグリサポート御前崎

福代　正孝
増田　喜美雄・京子・潤也・彩香

増田　剛巳
増田　雅巳
松本　光生

齋藤　隼人・一郎・絹代

杉浦　浩務・明美・浩樹・さとみ

鈴木　東
髙塚　将吾

富田敏夫・裕二・達也・美由起・聖子・れい子

水稲、野菜、茶

茶
茶（自園自製）

茶
水稲

1.5
0.3
5.2
13
0.2

2.6
0.6
2.4
1.4
0.3

25.7
2

3.6
0.2
0.3

水稲
茶

茶（生葉）
茶（自園自製）+露地

茶（生葉）
水稲

肉用牛、茶（買葉）

茶、レタス
茶

茶、みかん
水稲
トマト

茶（生葉）

茶
水稲、芽キャベツ、甘藷

茶（自園自製）買葉 1

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

茶（自園自製）買葉

茶（自園自製）

茶
水稲
茶

水稲、芽キャベツ、甘藷

1.4
0.3
1.5
0.3
5.2

2.8
0.8
0.3
0.9

1
25.7
2.1
3.6

0
0.3
2.6
1.2
2.4

15.7
0.2
4.5

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

下朝比奈

（下、宮ケ谷西、岩地、宮ケ谷東、南）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）

0

11.2

31

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　25.8ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　28.7ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 154

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 134

②　田の面積 78

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 76

現状の集積率 31.4 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・当地区は、北部を中心に茶園地帯となっており、南部は一部水田地帯となっている。
・茶園について、集積・集約化が必要である。
・農業をリタイアする人の増加が見込まれる。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16
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・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・北部の茶園地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業者
や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。
・南部の水田地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業者
や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

計 32経営体 48.37 0 59.57 0
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者
30 ha ha ha ha 認定農業者
31 ha ha ha ha 多様な経営体

32 ha ha ha ha 多様な経営体

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

渥美　嘉之
榎本　純

岡村　安美
沖　一博

河原﨑　功

茶（自園自製） 2.2 ―
水稲 0.5 ― 水稲 0.5 ―

赤堀　悟

認農

朝比奈　努
茶（自園自製） 2 ―

0.01
0.3

1
0.7
0.7

水稲
イチゴ

水稲、レタス

養豚（子取り）

茶（生葉）

茶
イチゴ

イチジク
茶
茶

茶（自園自製）

イチゴ
イチゴ
イチゴ

水稲、レタス、茶

―
―

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認就

認農
認農
認農
認農
認農

利用者
利用者

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

松本　光生
宮本　耕治

（株）すずき牧場
㈲アグリサポート御前崎

農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園

富田敏夫・裕仁・達也・美由起・聖子・れい子

西川　洋一
西原　利明
福代　正孝
松下　和史

鈴木　達也
鈴木　秀

鈴木　美佐
鈴木　芳仁・吉光

髙塚　新悟

河原﨑　正直
栗林　和仁・文雄・千鶴子

櫻井　健太
櫻井　真人・秀樹・富子

鈴木　孝尚

茶
茶

茶、みかん
茶

温室メロン

0.6
0.4
0.2

河原﨑　静二
曽根　秀司・喜代子・由紀子

二俣　直巳
櫻井　太郎
清水　貞夫

イチゴ
牛

0.2
10

0.6
0.1
0.1
0.6
0.2

0.1
0.06
0.4
0.1
1.8

水稲
イチゴ

水稲、レタス

養豚（子取り）

茶（生葉）
茶（自園自製）

イチゴ
イチゴ
イチゴ

水稲、レタス、茶

茶
イチゴ

イチジク

水稲
水稲

水稲、露地野菜

茶（自園自製）買葉

茶、キャベツ、トウモロコシ

水稲、茶（生葉）

茶

水稲
水稲
茶

0.1
12
0.6
0.5
0.4

0.9
1.7
0.1
11
0.4

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

茶
イチゴ

牛
水稲、露地野菜

茶（自園自製）買葉

茶、みかん
茶

温室メロン
水稲
水稲

茶、キャベツ、トウモロコシ

水稲、茶（生葉）

茶
水稲
水稲

0.6
0.6
0.6
0.4
0.2

0.01
0.3
1.1
0.7
0.7
0.1

0.06
0.6
0.1
2.9
0.6
0.3
0.3

0.5
0.4

16.5
0.4
0.1
12
0.6

0.2
13.3
0.9
1.7
0.1

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 31.1 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・当地区は、北部を中心に茶園地帯となっており、南部は一部水田地帯となっている。
・茶園について、集積・集約化が必要である。
・農業をリタイアする人の増加が見込まれる。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

17.2

37

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　78.8ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　32.8ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 225

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 190

②　田の面積 53

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 172

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

上朝比奈

（西原、北原、中原、行僧原、山ケ谷、小泉、横舟）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

ha ha ha ha
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・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・北部の茶園地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業者
や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。
・南部の水田地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業法人・多様な経営体が担っていくほか、入作を希望す
る認定農業者や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

計 33経営体 70 0 87.2 0
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者
30 ha ha ha ha 認定農業者
31 ha ha ha ha 認定農業者
32 ha ha ha ha 認定農業者
33 ha ha ha ha 多様な経営体

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

大石　勝也、浩和
河原﨑　功

河原﨑　剛太・雄太
河原﨑　静二
河原﨑　久夫

茶（自園自製） 0.7 ―
茶、露地 0.9 ― 茶、露地 1.1 ―

赤堀　悟

認農

赤堀　直樹
茶（自園自製） 0.7 ―

1
1.2

5
1.2

2

茶、レタス
茶（生葉）

茶
茶（自園自製）+露地

茶（自園自製）

茶
茶、エリンギ
水稲+茶＋露地野菜

茶
茶

茶（生葉）
茶（生葉）

茶（自園自製）

茶（自園自製）

茶

―
―

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農

利用者

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

増田　剛巳
松下　和史
宮本　耕治

横澤　秀訓・村松　克己

㈱菜彩ファーム

富田　豊久
名波　陽一
西原　利明
二俣　直巳
増田　茂樹

鈴木　直之
鈴木　昌男

曽根　秀司・喜代子・由紀子

髙塚　将吾
富田敏夫・裕仁・達也・美由起・聖子・れい子

河原﨑　文雄
河原﨑　昌昭
河原﨑　正直
鈴木　昭宏
鈴木　達也

茶
茶
茶
茶

温室メロン

0.2
0.1
0.4

清水　貞夫

㈲アグリサポート御前崎

㈲イリヤマタ名波製茶

(有)マルイ名波
農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園

合同会社丸朝

水稲
茶（生葉）

0.2
4.5

0.6
0.3

5
3

1.5

1.6
10
1.6
2.8
0.2

茶、レタス
茶（生葉）

茶
茶（自園自製）+露地

茶（自園自製）

茶（生葉）
茶（生葉）

茶（自園自製）

茶（自園自製）

茶
茶

茶、エリンギ
水稲+茶＋露地野菜

茶（自園自製）買葉

白ネギ、水稲、露地野菜

水稲

茶（自園自製）

施設野菜
水稲、露地野菜

茶、露地野菜

茶、ネギ

茶
茶、メキャベツ

茶（生葉）

1.7

2
1

0.4
5

1.7

11.1
0.1
1.9
0.1

1

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

茶（生葉）
水稲

茶（生葉）
茶（自園自製）

施設野菜

茶
茶

温室メロン
茶

茶、メキャベツ

水稲

水稲、露地野菜

茶、露地野菜

茶、ネギ
茶（自園自製）買葉

白ネギ、水稲、露地野菜

3.8
2.1
0.2
0.1
0.5

1
1.2
8.5
1.2
2.7
1.6

11.8
1.6
2.8
0.3
0.6
0.3
16

0.6
1.7
1.7

0.1
1.9
2.2
1.9
0.4

1
4.5

11.1
0.1
1.9

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 19.4 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・当地区南部は水田地帯、北部は茶園地帯となっているが、近年は耕作者の高齢化が進んでいる。
・現在、水田については基盤整備事業や担い手への集積について、担い手が中心となり進められている。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

28.5

47

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　33ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　46.4ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 222

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 178

②　田の面積 87

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 135

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

比木

（東原、西原、中田原、中田、宮木ケ谷、会下ノ谷、三間、上比木、勝佐、山田、名波、梶ケ谷）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 29経営体 43.15 0 71.65 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を進めていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・北部の茶園地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担っていくほか、入作を希望する認定農業
者や基本構想水準到達者の受入れを促進することにより対応していく。
・南部の水田地帯は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担っていくほか、基本構想水準到達者の受
入れを促進していくことにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

岡村　安美
小山田　壽夫
鴨川　幸治　

河原﨑　剛太・雄太
河原﨑　静二

茶 0.3 ―
ミニトマト 0.1 ― ミニトマト 0.3 ―

小笠原　一之・一智

認農

岡村　泰子
茶 0.3 ―

15
2

0.3
0.7
0.2

水稲、レタス

水稲
露地野菜

茶
茶（自園自製）+露地

茶（自園自製）買葉

茶+露地野菜

茶
温室メロン

水稲

茶（自園自製）

茶（自園自製）

イチゴ、水稲

茶、エリンギ

茶

―
―

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

㈲アグリサポート御前崎

㈲イリヤマタ名波製茶

(有)マルイ名波
㈲丸祐植田製茶

農業生産法人株式会社　荒畑農園

増田　剛巳
松井　和年
山口　丈男
渡邊　秀雄

（株）ハラダ製茶農園

髙塚　新悟
名波　隆雄
名波　陽一
西原　利明
原田　裕

河原﨑　久夫
河原﨑　正直
栗山　賢一
鈴木　昌男
高塚　勝之

温室メロン
水稲

茶（生葉）
茶（生葉）、甘藷

水稲

0.4
0.3

2

農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園

（株）ヤマウメ

茶＋露地野菜

茶、ネギ

2
0.4

1
0.05
1.1
0.1

1

0.3
0.3
0.7
6.3
0.3

水稲、レタス

水稲
露地野菜

茶
茶（自園自製）+露地

茶（自園自製）

茶（自園自製）

イチゴ、水稲

茶、エリンギ

茶
茶（自園自製）買葉

茶+露地野菜

茶

椎茸
茶

茶（自園自製）買葉

茶

茶（生葉）、水稲、レタス

茶
水稲

1
0.3

5
1

0.5
0.3
0.2

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

水稲
茶＋露地野菜

茶、ネギ
椎茸
茶

茶（生葉）
茶（生葉）、甘藷

水稲
茶（生葉）、水稲、レタス

茶

茶（自園自製）買葉

茶

0
1

0.4
0.3
10

21.8
8.1
0.3
0.7
0.2
0.3
0.3
2.8
6.3
0.4
3.1

0.05
1.2

0.4
0.2

1
0.3

3
0.4

7
1

0.5

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―
―
―
―

－34－



１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 9.7 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・農業用水施設が無い。
・生産コストが収入を圧迫しているため、利益が少ない。
・担い手が不足している。
・農家の高齢化により、荒廃農地が増えていく。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

7.3

29

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　46.5ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　44ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 159

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 86

②　田の面積 26

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 133

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

佐倉

（洗井、玄保、法の沢、上の原、雨垂、郷、桜ケ池）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 多様な経営体

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・佐倉の農地利用は、中心経営体である認定農業者9経営体・認定農業法人1経営体・多様な1経営体が担うほか、入
作を希望する認定農業法人や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

認農 植田　久範 イチゴ 0.2 ― イチゴ 3.7 ―
認農 岡村　安美 水稲、レタス 0.2 ― 水稲、レタス 0.2 ―
認農 鴨川　和弘 施設花卉 0.3 ― 施設花卉 0.6 ―

1.3 ―
0.8 ― 0.8 ―

認農 鴨川　幸治 露地野菜 1 ― 露地野菜
認農 清水　敏秀 芽キャベツ 芽キャベツ

1.6 ―
認農 清水　義雄・りつ子・快充 肉用牛（繁殖肥育） 0.6 ― 肉用牛（繁殖肥育） 0.6 ―
認農 清水　信明 花卉(洋蘭)＋みかん 1 ― 花卉(洋蘭)＋みかん

1.2 ―
認農 原田　裕 水稲 9.8 ― 水稲 9.8 ―
認農 名波　隆雄 茶、白ネギ、アボカド 1.2 ― 茶、白ネギ、アボカド

0.4 ―
利用者 スウィートベジタブル㈱ パプリカ 0 ― パプリカ 2.6 ―
認農 茶夢茶夢ランド菅山園 茶 0.4 ― 茶

計 11経営体 15.5 0 22.8 0
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

宮内

（宮内、大兼）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）

0

0.2

6

0

（備考）

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 41

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 31

②　田の面積 21

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 20

現状の集積率 42.2 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・農業用水施設が無い。
・生産コストが収入を圧迫しているため、利益が少ない。
・担い手が不足している。
・農家の高齢化により、荒廃農地が増えていく。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・宮内の農地利用は、中心経営体である認定農業者が担うほか、入作を希望する認定農業法人や認定新規就農者
の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

認農 清水　敏秀 芽キャベツ 0.7 ― 芽キャベツ 0.7 ―
認農 清水　義雄・りつ子・快充 肉用牛（繁殖肥育） 0.2 ― 肉用牛（繁殖肥育） 0.2 ―
認農 原田　裕 水稲 16.4 ― 水稲 16.6 ―

計 3経営体 17.3 0 17.5 0
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 25.5 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・担い手が不足している。
・荒廃農地が増加している。
・畑の形が悪い。

・法人化や地域外の若い担い手の確保
・安定した収入の確保
・効率的な農地の集約
・農地管理の無人化
・農産物価格の安定

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

19.3

54

0

（備考）荒廃農地　Ａ分類農地　76.6ha　　荒廃農地　Ｂ分類農地　46.6ha

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 328

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 269

②　田の面積 0

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 328

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

白羽

（新谷、薄原、中原、白羽、白浜、新神子）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 44経営体 83.8 0 103.1 0

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・白羽の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農業法人や
認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

別紙のとおり
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

1 ha ha ha ha 認定農業者
2 ha ha ha ha 認定農業者
3 ha ha ha ha 認定農業者
4 ha ha ha ha 認定農業者
5 ha ha ha ha 認定農業者
6 ha ha ha ha 認定農業者
7 ha ha ha ha 認定農業者
8 ha ha ha ha 認定農業者
9 ha ha ha ha 認定農業者

10 ha ha ha ha 認定農業者
11 ha ha ha ha 認定農業者
12 ha ha ha ha 認定農業者
13 ha ha ha ha 認定農業者
14 ha ha ha ha 認定農業者
15 ha ha ha ha 認定農業者
16 ha ha ha ha 認定農業者
17 ha ha ha ha 認定農業者
18 ha ha ha ha 認定農業者
19 ha ha ha ha 認定農業者
20 ha ha ha ha 認定農業者
21 ha ha ha ha 認定農業者
22 ha ha ha ha 認定農業者
23 ha ha ha ha 認定農業者
24 ha ha ha ha 認定農業者
25 ha ha ha ha 認定農業者
26 ha ha ha ha 認定農業者
27 ha ha ha ha 認定農業者
28 ha ha ha ha 認定農業者
29 ha ha ha ha 認定農業者
30 ha ha ha ha 認定農業者
31 ha ha ha ha 認定農業者
32 ha ha ha ha 認定農業者
33 ha ha ha ha 認定農業者
34 ha ha ha ha 認定農業者
35 ha ha ha ha 認定農業者
36 ha ha ha ha 認定農業者
37 ha ha ha ha 認定農業者
38 ha ha ha ha 認定農業者
39 ha ha ha ha 認定農業者
40 ha ha ha ha 認定農業者
41 ha ha ha ha 認定農業者
42 ha ha ha ha 認定農業者
43 ha ha ha ha 認定農業者
44 ha ha ha ha 認定農業者

経営面積
作業受託

面積
目標地図上

の表示
備考

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等

認農
認農
認農

小笠原　一之・一智
加藤　孝往

川口　現・奈々美
齋藤　丈雄

鈴木　哲郎・康之

鉢花 0.8 ―
露地野菜 1.6 ― 露地野菜 1.6 ―

植田　秀行

認農

大池　正子
鉢花 0.8 ―

5
0.1
0.3
5.8
0.2

茶
温室メロン
花卉(鉢物)
露地野菜
露地野菜

茶
キャベツ、露地野菜

茶
イチゴ

茶

茶
茶、エリンギ
茶（自園自製）、甘藷

温室メロン
芋切干、茶（生葉）

―
―

認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認農
認農
認農
認農

認農
認就
認農
認農
認農

認農
認農
認農
農協

星野　茂冶
増田　薫
増田　清

増田　賢一
増田　重信

永田英樹・永田和世・永田憲三・永田敬子

名波　隆雄
名波　陽一
西谷　光夫
星　祐樹

高塚　勝之
髙橋　史和・美緑

田中　祥雄
田中　善通
富田　豊久

鈴木　直之
鈴木　昌男
曽根　俊章
曽根　昇

曽根　正海

イチゴ
茶
茶

茶、白ネギ、アボカド

茶

0.6
0.3
0.1

農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園

ハイナン農業協同組合

㈲柏原農園
(有)不知商事

(有)マルイ名波
㈲ﾏﾙｽｷﾞ杉浦製茶
㈲雅アグリカルチャー

横山　繁
(株)ハラダ製茶農園
マルサダ製茶株式会社

(株)ヤマウメ
㈲イリヤマタ名波製茶

松井　和年
松井　善和
松浦　直巳
松下　初男
山崎　憲司

茶（生葉）、切花

温室メロン

1.6
0.6

0.4
3

0.1
0.3
0.5

0.2
2

3.5
0.1

3

1
0.8

茶
温室メロン
花卉(鉢物)
露地野菜
露地野菜

茶
茶、エリンギ
茶（自園自製）、甘藷

温室メロン
芋切干、茶（生葉）

茶
キャベツ、露地野菜

茶

茶、甘藷
茶、露地野菜

施設園芸（養液栽培）

露地野菜
茶、ネギ

温室メロン
茶
茶
茶
茶

温室メロン
茶（生葉）、露地野菜

茶（生葉）、露地野菜

温室メロン
茶

茶
露地野菜
温室メロン

茶（自園自製）

タバコ、露地野菜

茶（自園自製）買葉

茶、甘藷

1.6
2.3
15

0.6
0.2
1.9
5.1
6.1

3.5
0.1
0.7

1
0.3

0.1
0.9
0.7
0.1
0.9

5
5.8

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

温室メロン
茶（生葉）、切花

温室メロン
温室メロン
茶（生葉）、露地野菜

茶
茶、白ネギ、アボカド

茶
茶

露地野菜

茶（自園自製）買葉

茶、甘藷

施設園芸（養液栽培）

露地野菜
茶、ネギ

茶（自園自製）

タバコ、露地野菜

茶
茶
茶

茶、甘藷
茶、露地野菜

茶（生葉）、露地野菜

温室メロン
茶

温室メロン
茶

0.3
0.5
0.6
0.3
0.1

6.5
1.3
0.9
5.8
2.7
0.2
2.1
3.5
0.6
3.7
0.4
3.1
0.1

7
6.1
1.4
0.8
1.7

1
0.3
1.3
0.2

2

0.6
0.9
3.5
1.3
0.8

1.7
0.8
0.6
0.9
0.7

2.3
15
8.6
8.5

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
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１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

農地中間管理機構の活用により、集約化の取組が進められている。今後も引き続き、担い手への農地集積・集約を
進める。

現状の集積率 13.7 ％ 将来の目標とする集積率 80

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

・農業用水施設が無い。
・担い手が不足している。
・1つの畑の面積が小さい。

農業振興地域内農用地区域内農地（青地）
農業振興地域内農用地区域外農地（白地）の一部

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

農地中間管理機構への貸付を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とする。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

0

0.4

15

0

（備考）

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 27

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 0

②　田の面積 0

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 27

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

御前崎市

（22223）

地域名
（地域内農業集落名）

御前崎

（女岩、西側、大山、下岬、上岬、広沢）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和７年　　月　　日

更新年月日
―

（　　　　　）
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以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

16

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha 認定農業者

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

計 6経営体 3.7 0 4.1 0

0.8 ―認農 ㈲不知商事 露地野菜 0.8 ― 露地野菜
0.2 ― 0.3 ―

認農 茶夢茶夢ランド菅ケ谷園 茶 0.2 ― 茶
認農 ㈲イリヤマタ名波製茶 茶 茶

認農 吉村　英治 露地野菜 0.2 ― 露地野菜 0.2 ―
0.4 ―

認農 鈴木　昌男 茶、エリンギ 2 ― 茶、エリンギ 2.1 ―
認農 松井　和年 茶 0.3 ― 茶 0.3 ―

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

・農作業委託の活用により、効率化と判断できるものがあれば取り入れていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

・経営の拡大を図る中心経営体及び入作を希望する認定農業者や認定新規就農者に対しては、農地中間管理事業
を活用して、担い手への農地の集積、集約を促す。
・関係機関が連携し、農地中間管理事業の促進を図るため、機構に対して情報提供と事業の協力を行う。

（３）基盤整備事業への取組

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、基盤整備を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

・認定農業者や認定新規就農者を確保するため、JAや県などの関係機関と連携して相談体制を確立し、農地の斡旋
や農作物の栽培及び経営指導などの指導を行っていくとともに、地域での話し合いや情報交換会を実施していく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

・御前崎の農地利用は、中心経営体である認定農業者・認定農業者法人が担うほか、入作を希望する認定農業法人
や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

（２）農地中間管理機構の活用方法
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっ
ては、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対
し、その利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目
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